
1 かわさき市民放送株式会社 総務企画局 シティプロモーション推進室
令和６年度コミュニティＦＭ広報
ラジオ番組制作及び放送業務委
託

「かわさきホット☆スタジオ」及び「か
わさき７カ国語情報」の番組の制作及
び放送

36,778,515 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号

かわさきＦＭは、市民に対し生活に密着したきめ細かい
情報を提供できる市内唯一のコミュニティ放送局であり、
市政情報等の地域に根差した情報を、広域や県域のマ
スメディアと比較し、大量かつ迅速に提供することができ
るため。

2 公益財団法人川崎市スポーツ協会 市民文化局 市民スポーツ室
令和６年度市内小学校等におけ
るパラスポーツ体験講座実施支
援業務委託

福祉教育等の一環でパラスポーツの
体験を希望する主に市立小学校を対
象に、参加型のパラスポーツ体験講
座を実施し、児童が障害及び障害者
に対する理解について学習する機会
を設ける。また、市内の老人福祉セン
ター等の各施設で障害のあるなしに
かかわらず、幅広い世代が楽しめる
ボッチャの体験会を開催する。その体
験を通じて、学校や地域のパラス
ポーツへの関心が高まり、市全体とし
てパラスポーツへの関心や障害及び
障害者に対する理解が一層深まるこ
とを目的とする。

7,260,000 一般競争入札

3 公益財団法人かわさき市民活動センター 市民文化局
コミュニティ推進部協働・連携
推進課

令和６年度「つなぐっど
KAWASAKI」管理・運営業務委託

サイトのコンテンツ準備及び管理、入
力アカウントの交付、市民からの問合
せ対応等

2,386,000
随意契約（プロポーザル方
式）

地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号

本事業は、Facebookを活用し、地域活動や市民活動、
ボランティア活動等に資する各種情報を発信すること
で、地域活動への参加と継続を支援するとともに、団体
同士の情報発信・情報共有を促進し、多様な主体が協
働する関係性を構築することを目的とする。そのため、
市内の市民活動等に関する情報収集を絶え間なく実施
し発信する他、市民記者との協働など、多様な主体と連
携しながら運用することを想定している。また、note等、
他媒体と連携した情報発信を行うことで、幅広い層に情
報を届ける工夫も必要とされる。
よって、本事業は、SNSを活用した広報・情報発信に係
る専門的な技術、知識及び経験に加え、市内の多様な
主体との幅広いつながりを必要とする業務であり、高度
な業務実施能力と意欲を有する事業者を広く募集するこ
とで効果的な事業実施が見込めるため、公募型プロ
ポーザル方式を採用し、プロポーザル評価委員会の審
査結果に基づき、選定した業者と契約を締結した。

4 公益財団法人かわさき市民活動センター 市民文化局
コミュニティ推進部市民活動
推進課

川崎市市民活動(ボランティア活
動）補償制度実施業務委託

市民活動補償制度の実施に必要な
業務

1,666,000 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号

この業務は、市民活動支援の一環として行うものである
ため、市民活動への十分な知識や経験が必要とされ、さ
らに、日常的に市内全域において、すべての分野の市
民活動支援を担っている機関が当該業務を実施するこ
とで、例えば、施設利用時や相談、講座・イベント等の機
会をとらえ、利用団体が必要なタイミングで的確に情報
を発信できる等、効果的な事業運営が確保される。
そして、「川崎市市民活動支援指針」では、「市民活動団
体の自主性を尊重し、柔軟かつ、公開性と透明性のある
仕組みで提供されるためには、行政が直接関わることは
極力避け、中間支援組織にゆだねられることが求められ
る」としている。
また、全市全領域にわたる市民活動の支援を行い、か
つ保険支払の対象となる市民活動か否かについて判断
できる中間支援組織は　（公財）かわさき市民活動セン
ターのみであるため、（公財）かわさき市民活動センター
を当該業務委託の契約先として選定し、地方自治法施
行令第167条の２第１項第２号に基づき随意契約により
契約を締結するものである。

出資法人に対する委託料（令和６年度）

・組織名は令和６年度の組織に基づく。
・令和６年度に100万円以上を支出した委託契約を対象とする。
・委託料は令和６年度の決算に基づく。

No.
随意契約理由

（契約方法が「随意契約（プロポーザル方式）」又は「随
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契約方法

（令和６年度）
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5 公益財団法人かわさき市民活動センター こども未来局 青少年支援室
令和６年度子育て支援・わくわく
プラザ事業実施業務委託

保護者の就労形態等によりお迎えが
困難な児童の居場所及び安全の確
保と子育ての支援（わくわくプラザ終
了後午後７時まで）。子育て支援・わく
わくプラザ事業実施要綱等をもって実
施する。

31,017,048 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号

指定管理業務において18時まで実施しているわくわくプ
ラザ事業の後、19時までの間にわくわくプラザ室を利用
して実施する事業であり、同一の事業者が引き続き事業
を行うことが事業の性質上ふさわしいため。

6 川崎アゼリア株式会社 経済労働局 観光・地域活力推進部
川崎地下街北口・西口エスカ
レータ維持管理業務委託

川崎地下街北口と西口の出入口階
段に設置したエスカレータについての
維持管理に必要な業務を委託する。

9,622,120 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号

川崎地下街内には、通路、階段、エレベータ、エスカレー
タ等の様々な施設・設備が存在するが、これらの監視業
務については、同地下街内に設置されている「川崎アゼ
リア株式会社」の警備保安室において、監視システムを
使用し、24時間体制で一体的に行っている。
当該、北口・西口エスカレータについても、この監視シス
テムの中に含まれており、他の施設・設備と一体的に管
理しなければ、地下街全体としての安全・安心な公共地
下歩道環境を確保することができない。
したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
に基づき、川崎地下街の施設・設備を一体的に管理して
いる「川崎アゼリア株式会社」と特命随意契約を締結す
るものである。

7 川崎アゼリア株式会社 川崎区役所 道路公園センター
川崎駅東口広場施設及び地下
連絡通路管理委託

川崎駅東口広場施設及び地下連絡
通路の管理委託
・清掃業務
　エスカレーター、エレベーター、通
路、階段（壁面含む）、照明器具、ア
ネモ、ギャラリー、アルミルーバー、階
段上屋
・警備保安業務
　巡回警備、保安監視、エスカレー
ター及びエレベーターの発停、身障
者誘導業務等
・保守点検業務
　エスカレーター、エレベーター、監視
カメラ、サーバー設備、給排機器、排
水ポンプ、照明器具管球取替、シャッ
ター、消防防火設備、無線通信補助
設備

91,179,000 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号

本業務は川崎駅再編整備に伴い、平成２２年度より供用
開始を行った東口駅前広場と川崎アゼリア地下街を連
絡する通路、エレベーター、エスカレーター、市道と川崎
アゼリア地下街を連絡する通路、エレベーター、エスカ
レーターの清掃、保守点検及び警備保安業務を行うも
のである。
川崎アゼリア株式会社は川崎アゼリア地下街を一元的
に管理しており、エレベータ、エスカレータの定期点検、
地下通路の清掃、警備等の保守管理業務を行っており
ます。また警備保安業務については、川崎アゼリア株式
会社が管理し、防災センターも兼ねている中央管理室に
おいて２４時間体制で行われており、緊急時の体制も整
えられている。
本業務の警備保安業務(監視)や保守点検業務は、中央
管理室でないと行えない業務があることや、地下街に接
続している施設及び通路の清掃業務や警備保安業務
(監視)は、川崎アゼリア株式会社が行っている地下街管
理業務と同様の内容であり、一元的に管理することで効
率的な業務が行えることから川崎アゼリア株式会社と特
命随意契約するものである。

8 公益財団法人川崎市産業振興財団 経済労働局 経営支援部経営支援課
川崎市海外ビジネス支援セン
ター運営等業務委託

川崎市海外ビジネス支援センターの
運営及び海外商談会の実施等市内
企業の海外展開支援業務

25,215,916
随意契約（プロポーザル方
式）

地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号

本業務の履行には、中小企業者の海外展開支援に係る
高度な専門性と経験、創意工夫が求められるため、単に
価格の高低のみを比較するのではなく、事業者独自の
支援ノウハウや専門的知見、ネットワークに基づいた提
案内容を比較検討して委託先を決定することにより、効
果的な事業実施が期待できる。
また、事業効果を高めるため、本市が抱える課題に対す
る具体的な解決策の提案等を求めることで事業者の創
造性や業務遂行能力を評価すべく、公募型プロポーザ
ル方式により業者を選定、随意契約を行ったものであ
る。

9 公益財団法人川崎市産業振興財団 経済労働局 労働雇用部
令和６年度働き方改革・生産性
向上支援コーディネート業務委
託

働き方改革・生産性向上に関する知
見を有するコーディネーターを幅広い
業種の企業へ派遣し、個々の企業の
課題解決に向けた支援を行う。

19,234,000
随意契約（プロポーザル方
式）

地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号

幅広い業種を対象に市内中小企業等の働き方改革・生
産性向上を支援するための高度な専門性が求められる
ため、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号の規
定を適用し、プロポーザル方式により価格の高低のみを
比較するのではなく、事業者独自の専門的知見やネット
ワーク、支援ノウハウに基づいた提案内容を比較検討し
て委託先を決定することにより、事業効果を高められる
と期待できるため。
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10 公益財団法人川崎市シルバー人材センター 経済労働局 経営支援部経営支援課
マイコンシティセンター管理業務
委託

マイコンシティセンターの開錠・施錠、
会議室の管理、簡易清掃等の施設運
営業務。

2,200,792 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第3号

本事業の委託は、定年退職者その他の高年齢退職者に
対する就業の機会の確保、高年齢者等の職業の安定そ
の他福祉の増進に資することにつながり、また当該法人
は十分な事業実績及び本事業に対する経験と知識を有
していることから、根拠法令に基づく委託先として最適な
法人であるため。

11 公益財団法人川崎市シルバー人材センター 健康福祉局
長寿社会部高齢者在宅サー
ビス課

川崎市シルバー人材センター高
齢者向け軽作業委託事業

市内公共施設における高齢者向けの
軽作業を委託することにより、そこに
働く高齢者の生きがいの充実や社会
参加を目的とした委託業務

20,166,507 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第3号

高齢者等の就労支援等の観点から随意契約によること
ができるとされているため。

12 公益財団法人川崎市シルバー人材センター 宮前区役所 まちづくり推進部総務課
令和６年度宮前地区会館に係る
施設管理業務等委託

宮前地区会館における施錠管理等 6,356,335 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第3号

高齢者等の就労支援等の観点から随意契約によること
ができるとされているため。

13 公益財団法人川崎市シルバー人材センター 宮前区役所
まちづくり推進部生涯学習支
援課

令和６年度宮前市民館菅生分館
夜間施設管理業務委託

宮前市民館菅生分館における夜間の
利用者対応等の施設管理補助業務

2,559,148 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第3号

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第３７条第２
項に規定するシルバー人材センターであるため、随意契
約

14 公益財団法人川崎市シルバー人材センター 麻生区役所 まちづくり推進部総務課
麻生区役所来庁者用駐輪場整
理業務

麻生区役所内駐輪場の整理、安全
確保及び目的外利用の防止

1,107,749 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第3号

高齢者等の就労支援等の観点から随意契約によるこ
とができるとされているため。

15 公益財団法人川崎市シルバー人材センター 麻生区役所 まちづくり推進部総務課
麻生区役所柿生分庁舎管理業
務委託

麻生区役所柿生分庁舎の施設管理 6,224,719 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第3号

高齢者等の就労支援等の観点から随意契約によるこ
とができるとされているため。

16 公益財団法人川崎市シルバー人材センター 交通局 自動車部管理課 営業所清掃業務等委託
営業所構内の清掃及び整頓
営業所内外営繕、冷暖房器具の保守
点検

6,597,080 随意契約（その他）
地方公営企業法施行令第21条の13
第1項第3号

「高齢者等の雇用の安定に関する法律」第36条で定める
とおり、高齢者に提供する就労場所の確保の必要があ
るため。

17 公益財団法人川崎市シルバー人材センター 交通局 自動車部運輸課 車両清掃業務委託 在籍バス車両の車内・車外清掃業務 17,979,811 随意契約（その他）
地方公営企業法施行令第21条の13
第1項第3号

「高齢者等の雇用の安定に関する法律」第36条で定める
とおり、高齢者に提供する就労場所の確保に努める必
要があるため。
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18 公益財団法人川崎市シルバー人材センター 病院局 市立川崎病院事務局庶務課
令和６年度川崎病院発熱等
チェック業務委託

川崎病院正面入り口における来院者
の発熱確認及び発熱がある際の専
門外来への誘導

6,141,480 随意契約（その他）
地方公営企業法施行令第21条の13
第1項第3号

本業務は、現在、当院正面入り口にて、来院する方々が
発熱しているかを確認し、発熱があれば院外にある専門
外来に誘導を行う業務。マスクをしているかを確認し、マ
スク未着用者への着用指導及びマスク未所有者へのマ
スク購入案内業務を行うという軽易な作業であり、現在
シルバー人材センター従事者が行っている。
高齢者の社会参加や社会的役割の継続が求められて
おり、川崎市においても、高齢者の「いきがいづくり支
援」は重要な取り組みの一つであり、このような軽易な作
業は高齢者にとって就労しやすく、高齢者の「いきがい
づくり」に有効と考え、継続して令和６年度も契約するも
のである。 公益社団法人川崎市シルバー人材センター
は、高齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条第１
項に規定するシルバー人材センターであり、高齢者に対
する臨時的かつ短期的又は簡易な業務に係る就業の機
会を提供することを目的に設置され、高齢者を雇用する
うえでの情報、就業者の各種相談にも対応しており、市
の高齢者の雇用促進、高齢者の福祉の増進に寄与して
いる。
したがって、本業務に必要な人材を安定的に確保でき、
地方公営企業法施行令第21条の13第１項第３号に該当
することから、当該法人と随意契約するものである。

19 公益財団法人川崎市シルバー人材センター 病院局 市立井田病院事務局庶務課
井田病院看護助手補助（物品の
搬送、受領、返却等）業務委託

物品等の搬送、受領、返却などの軽
易な作業

2,743,584 随意契約（その他）
地方公営企業法施行令第21条の13
第1項第3号

本業務は、部署を定期的に巡回し、物品等の搬送、受
領、返却などの軽易な作業であり、現在シルバー人材セ
ンター従事者が行っている。
高齢者の社会参加や社会的役割の継続が求められて
おり、川崎市においても、高齢者の「いきがいづくり支
援」は重要な取り組みの一つであり、このような軽易な作
業は高齢者にとって就労しやすく、高齢者の「いきがい
づくり」に有効と考え、継続して令和６年度も契約するも
のである。
公益社団法人川崎市シルバー人材センターは、高齢者
等の雇用の安定等に関する法律第37条第１項に規定す
るシルバー人材センターであり、高齢者に対する臨時的
かつ短期的又は簡易な業務に係る就業の機会を提供す
ることを目的に設置され、高齢者を雇用するうえでの情
報、就業者の各種相談にも対応しており、市の高齢者の
雇用促進、高齢者の福祉の増進に寄与している。
したがって、本業務に必要な人材を安定的に確保でき、
地方公営企業法施行令第21条の13第１項第３号に該当
することから、当該法人と随意契約するものである。

20 公益財団法人川崎市シルバー人材センター 病院局 市立井田病院事務局庶務課 井田病院発熱チェック業務委託
正面玄関入口において来院する方々の体温
を確認し、発熱があれば院内には入れず、看
護師へ連絡するという軽易な作業

1,512,856 随意契約（その他）
地方公営企業法施行令第21条の13
第1項第3号

本業務は、現在、正面玄関入口において来院する方々
の体温を確認し、発熱があれば院内には入れず、看護
師へ連絡するという軽易な作業であり、現在シルバー人
材センター従事者が行っている。
高齢者の社会参加や社会的役割の継続が求められて
おり、川崎市においても、高齢者の「いきがいづくり支
援」は重要な取り組みの一つであり、このような軽易な作
業は高齢者にとって就労しやすく、高齢者の「いきがい
づくり」に有効と考え、継続して令和６年度も契約するも
のである。
公益社団法人川崎市シルバー人材センターは、高齢者
等の雇用の安定等に関する法律第37条第１項に規定す
るシルバー人材センターであり、高齢者に対する臨時的
かつ短期的又は簡易な業務に係る就業の機会を提供す
ることを目的に設置され、高齢者を雇用するうえでの情
報、就業者の各種相談にも対応しており、市の高齢者の
雇用促進、高齢者の福祉の増進に寄与している。
したがって、本業務に必要な人材を安定的に確保でき、
地方公営企業法施行令第21条の13第１項第３号に該当
することから、当該法人と随意契約するものである。

21 公益財団法人川崎市身体障害者協会 市民文化局 市民スポーツ室
令和６年度障害者スポーツ大会
等に係る委託事業

かわさきパラムーブメントにおけるレ
ガシーのひとつとして、「誰もがス
ポーツ・運動に親しんでいるまち」を
掲げており、この実現に向けた取組と
して、更なるパラスポーツの充実や普
及促進を図るため、障害者スポーツ
大会及び障害者スポーツ教室等の開
催・派遣に係る業務等について委託
するもの

15,882,010 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号

本事業は、健常者のスポーツ事業とは異なり、障害者を
対象としており、障害者スポーツ大会及び障害者スポー
ツ教室等を円滑かつ安全に開催するためには、障害に
対する知識があり、特性に応じた対応ができる体制や市
内障害者団体等と包括的なネットワークを構築している
ことが必要不可欠である。そのため、障害について熟知
した人員とパラスポーツの指導ができる人員を配置する
ことが可能で、市内障害者団体等と緊密な関係が構築
されていることが必須となることから、これらのすべての
要件を満たす事業者は、障害者スポーツ協会を内部組
織として擁し、これまでの障害者スポーツ大会開催の受
託実績等も有する（公財）川崎市身体障害者協会しかい
ない。
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22 公益財団法人川崎市身体障害者協会 市民文化局 市民スポーツ室
令和６年度川崎市スポーツセン
ター等における障害者スポーツ
普及支援業務委託

かわさきパラムーブメントにおけるレ
ガシーのひとつとして、「誰もがス
ポーツ・運動に親しんでいるまち」を
掲げており、この実現に向けた取組と
して、障害のある方が身近な地域で
スポーツに親しめる環境づくりを進め
ていくため、各区スポーツセンター等
において障害者や介助者等にパラス
ポーツを楽しんでもらう「障害者ス
ポーツプログラム」を開催するととも
に、次年度以降の事業展開がより発
展的なものとなるよう、当該事業にお
ける課題の把握や改善点の提示等
に係る業務等について委託するもの

6,799,005 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号

本事業は、健常者のスポーツ事業とは異なり、主に障害
者を対象としており、円滑かつ安全に開催するために
は、障害に対する知識があり、特性に応じた対応ができ
る体制や市内障害者団体等と包括的なネットワークを構
築していることが不可欠である。そのため、障害につい
て熟知した人員とパラスポーツに精通し極めて専門性の
高い知見を有していること、さらに障害者団体等と緊密
な関係が構築されていることが必須となることから、これ
らすべての要件を満たす事業者は、障害者スポーツ協
会を内部組織として擁し、障害者スポーツ大会開催の受
託実績等も有する（公財）川崎市身体障害者協会しかな
い。

23 公益財団法人川崎市身体障害者協会 健康福祉局 地域包括ケア推進室
地域相談支援センター運営業務
委託

障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律第77条
第1項第3号に基づく相談支援事業を
実施する地域相談支援センターの運
営業務

17,923,064 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号

本業務は、利用者のニーズや地域の特性を理解し各種
相談に応じるとともに、支援を総合的にマネジメントする
必要があり、サービスの継続性を考慮することが不可欠
である。当該法人は、これまでの業務受託を適正に履行
してきた実績を有しており、エリア内の相談支援体制の
充実強化という本事業を適切に実施可能な唯一の法人
であるため。

24 公益財団法人川崎市身体障害者協会 健康福祉局
障害保健福祉部障害者社会
参加・就労支援課

川崎市重度障害者福祉タクシー
事業

重度障害者福祉タクシー事業（福祉
有償運送車両等分）の実施

41,002,278 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号

福祉有償運送車両等を対象とする委託についても重度
障害者福祉タクシー事業の１つであり、福祉有償運送車
両等に係る福祉タクシー利用券のとりまとめ及び精算事
務等を行うものである。公益財団法人川崎市身体障害
者協会は、福祉キャブ（リフト付自動車）運行事業の実施
主体であり、障害者の移動支援事業の知識や経験が豊
富であることから、当該事務を円滑に行うことができる団
体を他に確保することが困難であるため。

25 公益財団法人川崎市身体障害者協会 健康福祉局
障害保健福祉部障害者社会
参加・就労支援課

障害者社会参加推進センター設
置運営委託

障害者自らによる諸種の社会参加促
進事業を実施し、地域における自立
生活と社会参加を推進するために設
置・運営を行う。

4,713,000 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号

川崎市障害者社会参加推進センター設置運営業務は、
厚生労働省通知により障害者の社会参加を推進するた
めに適当な障害者福祉団体に設置するものとされてい
る。当該法人は、川崎市内の身体障害者に対する援護
と福祉に関する事業を行い、身体障害者の自立更生及
び社会参加と福祉向上に寄与することを目的とした法人
であり、業務に精通し十分な事業実績を有しており、当
該センター運営委託先として最適であるため。

26 公益財団法人川崎市身体障害者協会 健康福祉局
障害保健福祉部障害者社会
参加・就労支援課

啓発・普及事業実施委託（障害
者福祉活動推進事業）

・障害者社会参加推進センターの運
営
・障害者社会参加推進協議会の開催

9,759,000 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号

当該法人は、川崎市内の身体障害者に対する援護と福
祉に関する事業を行い、身体障害者の自立更生及び社
会参加と福祉向上に寄与することを目的とた法人であ
り、身体障害者の福祉事業、障害者スポーツ及び文化
活動等の事業を行っており業務に精通し、十分な事業実
績を有している。
川崎市障害者社会参加推進センター設置運営事業は、
障害者の社会参加を推進するための社会参加推進セン
ター設置運営業務、コミュニケーションの確保等事業、生
活訓練等事業、スポーツ振興事業、啓発・普及事業、障
害者福祉活動推進事業を実施するものであり、当該法
人は、これら事業の適切かつ効率的な事業実施に最適
な法人であるため。

27 公益財団法人川崎市身体障害者協会 健康福祉局
障害保健福祉部障害者社会
参加・就労支援課

生活訓練等事業実施委託

・歩行訓練（階段、坂道、信号等、障
害者が歩行するにあたって注意すべ
き場所等についての勉強会・講習会・
実地演習等）・身辺・家事管理（身だし
なみ、調理、裁縫、洗濯等に関する講
習会・教室等）
・家庭生活学習（生活設計、家族関
係、育児に関することの教室等）
・社会生活及び職業生活学習（食事、
入浴方法、性、出産、育児、就学、就
労に関する講習会、教室、研修会等）

1,835,048 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号

当該法人は、川崎市内の身体障害者に対する援護と福
祉に関する事業を行い、身体障害者の自立更生及び社
会参加と福祉向上に寄与することを目的とた法人であ
り、身体障害者の福祉事業、障害者スポーツ及び文化
活動等の事業を行っており業務に精通し、十分な事業実
績を有している。
川崎市障害者社会参加推進センター設置運営事業は、
障害者の社会参加を推進するための社会参加推進セン
ター設置運営業務、コミュニケーションの確保等事業、生
活訓練等事業、スポーツ振興事業、啓発・普及事業、障
害者福祉活動推進事業を実施するものであり、当該法
人は、これら事業の適切かつ効率的な事業実施に最適
な法人であるため。
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28 一般財団法人川崎市母子寡婦福祉協議会 こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室
川崎市母子・父子福祉センター
サン・ライヴ事業等業務委託

川崎市母子・父子福祉センターサン・
ライヴで実施するひとり親家庭等の
支援に係る業務

44,207,905 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号

ひとり親家庭の親と子の将来の自立に向けては、経済
的支援を基本とし、総合的に支援をしていくことが重要で
あり、親に対しては就労による自立を基本とした支援を
行うものとしている。
本委託事業は母子・父子福祉センターサン・ライヴを拠
点として、主に親に対する就労・生活支援を行うものであ
り、これらの事業はひとり親家庭の固有の課題解決に向
けてまずは相談支援を行い、課題整理を行った上で就
労・生活支援等の様々な取組みにつなげていく過程であ
るため、一体的に取組むことでより効果が高まるもので
ある。また、サン・ライヴ事業の大部分を占める、就業相
談・就業支援講習会などの就業支援等事業の実施に当
たっては、母子及び父子並びに寡婦福祉法（以下「法」と
いう。）において、法第６条第６項に規定された母子・父
子福祉団体と緊密な連携を図るよう規定されている。
また、「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援
に関する特別措置法」においては、母子・父子福祉団体
等への受注機会の増大への努力等について、国及び地
方公共団体の努力義務を規定している。
一般財団法人川崎市母子寡婦福祉協議会は、役員の
過半数が母子家庭等である市内で唯一の母子・父子福
祉団体であり、また、全国母子寡婦福祉団体協議会に
属し、母子家庭等への知見があり、かつ自身の経験等
を活かしひとり親家庭等へ寄り添った支援を実施するこ
とができる唯一の団体でもあることから、地方自治法施
行令第167条の２第１項第２号の規定に基づき、特命随
意契約としている。

29 一般財団法人川崎市まちづくり公社 まちづくり局 施設整備部施設計画課
「川崎市公共建築物の維持及び保全の
ための相互協力に関する基本協定」第
４条の規定に基づく令和６年度委託

設計業務・工事監理業務等 89,454,200 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号

当該法人は、設立以来多くの公共建築物を設計・建築し
ている実績があり、公共建築物に必要な能力及び知識・
経験を有していることに加え、民間設計事務所へは発注
できない市職員の事務の一部を補完する業務も委託で
きるため。

30 川崎市住宅供給公社 まちづくり局 住宅政策部住宅整備推進課
令和６年度川崎市居住支援制度
及びあんしん賃貸支援事業にお
ける業務委託

川崎市居住支援制度では、制度対応
窓口の設置、窓口相談対応業務、入
居保証に関する業務、居住継続支援
に関する業務、制度関係団体との連
絡・調整を実施している。
あんしん賃貸支援事業では、相談対
応、事業普及・啓発、各種情報提供
等、支援団体の支援、連絡・調整業
務を行っている。

4,716,000 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号

令和２年４月１日付けで締結した「川崎市居住支援制度
及びあんしん賃貸支援事業の業務の委託に関する協定
書」に基づき委託するもので、地方自治法施行令第167
条２第１項第２号（その性質又は目的が競争入札に適さ
ないもの）に該当するため。公社は、公的団体として、市
民、事業者等の信頼があり、住宅やまちづくりの事業者
としてノウハウも有しており、住宅政策等を連携して実施
するパートナーであると川崎市住宅基本計画で位置付
けられている。

31 川崎市住宅供給公社 まちづくり局 住宅政策部住宅整備推進課
令和６年度高齢者住まい・住み
替え相談等支援事業における業
務委託（相談窓口事業分）

・高齢者等住み替え相談
高齢者本人の身体状況や世帯状況
の変化等に伴う住み替えに関する相
談に対し、高齢者向け住宅又は施設
等の情報提供、持ち家の処分又は活
用等に関する情報提供及び助言等
の支援を行う。
・空き家相談
空き家所有者本人又はその家族等
から、空き家の再生・利活用、処分等
に関する相談に対する情報提供、助
言等の支援を行う。
また、協定を締結した専門家団体と
連携し、空き家等に関する課題解決
に向けた支援を行う。

6,780,000 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号

平成２８年９月１日付けで締結した「高齢者住まい・住み
替え相談等支援事業に関する協定書」に基づき委託す
るもので、地方自治法施行令第167条２第１項第２号（そ
の性質又は目的が競争入札に適さないもの）に該当す
るため。公社は、公的団体として、市民、事業者等の信
頼があり、住宅やまちづくりの事業者としてノウハウも有
しており、住宅政策等を連携して実施するパートナーで
あると川崎市住宅基本計画で位置付けられている。

32 川崎市住宅供給公社 まちづくり局 住宅政策部住宅整備推進課
令和６年度川崎市特定優良賃貸
住宅事業等の一部業務に関す
る委託

・高齢者向け優良賃貸住宅の家賃減
額に係る国庫補助の申請に必要な書
類の作成に関する業務。
・データベースシステムの維持管理
及び市の指示に基づく資料作成に関
する業務。

1,155,000 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号

高齢者向け優良賃貸住宅の家賃減額に係る国庫補助
申請に係る提出書類については、入居者の所得把握及
び入退去の情報を活用し、公社で作成することによって
申請業務の効率化及び事務の軽減を図ることができる
ため、本業務委託は性質が競争入札に適さず、地方自
治法施行令第167条の２第１項第２号の規定に該当する
ため随意契約とする。
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33 川崎市住宅供給公社 まちづくり局 住宅政策部住宅整備推進課
令和６年度　川崎市住まいアド
バイザー派遣制度に関する業務
委託

川崎市住宅供給公社が運営するハ
ウジングサロン相談窓口（マンション
管理相談・住宅相談）において受けた
相談のうち、アドバイザー派遣の必要
性が確認された事案について、相談
者からの申請に基づき専門のアドバ
イザーを現地に派遣するものであり、
令和５年３月２９日付けで締結した川
崎市住まいアドバイザー派遣制度に
関する業務委託に係る協定書に基づ
き、同公社への委託により実施するも
のである。
なお、令和５年度から、要改善マン
ションの管理組合に対し、市からアド
バイザーの派遣を働きかける「アウト
リーチ型のアドバイザー派遣」を新た
に実施している。
・住まいアドバイザーの条件等の確
認、報告
・派遣申請の受付
・住まいアドバイザー派遣に関する報
告

2,301,200 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号

令和５年３月２９日付けで締結した川崎市住まいアドバ
イザー派遣制度に関する業務委託に係る協定書に基づ
き、本制度の運営の円滑化を図ることを目的に行うもの
である。同公社が運営するハウジングサロン相談窓口の
事業と一体的に本業務を実施できる団体は同公社以外
に無く、その性質又は目的が競争入札に適さないことか
ら、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号の規定
に基づき、同公社を相手先とした随意契約とする。

34 川崎市住宅供給公社 まちづくり局 住宅政策部市営住宅管理課
川崎市営住宅管理業務委託（市
営住宅）

入居者管理業務
市営住宅維持管理業務
市営住宅修繕業務

3,840,788,854 随意契約（その他）

公営住宅法第47条第１項および川
崎市営住宅条例第34条第１項、地
方自治法施行令第167条の２第
１項第２号

公営住宅法第47条第１項および川崎市営住宅条例第34
条第１項の規定により、管理の委託先が特定されるため
令和４年２月１５日付けで川崎市営住宅管理業務基本
協定書を締結しており、地方自治法施行令第167条の２
第１項第２号に基づき随意契約とする。

35 川崎市住宅供給公社 まちづくり局 住宅政策部市営住宅管理課
川崎市営住宅管理業務委託（市
営準公営住宅等）

入居者管理業務
市営準公営住宅等維持管理業務
市営準公営住宅等修繕業務

4,957,464 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号

市営住宅と同一の団地を構成する準公営住宅を、市営
住宅の管理委託先である川崎市住宅供給公社にて一体
的に管理することにより業務の効率化が図られるため、
令和４年２月１５日付けで川崎市営住宅管理業務基本
協定書を締結しており、地方自治法施行令第167条の２
第１項第２号に基づき随意契約とする。

36 川崎市住宅供給公社 まちづくり局 住宅政策部市営住宅管理課
川崎市営住宅管理業務委託（特
定公共賃貸住宅）

入居者管理業務
特定公共賃貸住宅維持管理業務
特定公共賃貸住宅修繕業務

24,501,520 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号

市営住宅と同一の団地を構成する特定公共賃貸住宅
を、市営住宅の管理委託先である川崎市住宅供給公社
にて一体的に管理することにより業務の効率化が図られ
るため、令和４年２月１５日付けで川崎市営住宅管理業
務基本協定書を締結しており、地方自治法施行令第167
条の２第１項第２号に基づき随意契約とする。
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37 川崎市住宅供給公社 まちづくり局 住宅政策部市営住宅管理課
川崎市営住宅及び川崎市特定
公共賃貸住宅並びに駐車場の
使用料の収納の事務

市営住宅等の使用料の収納
駐車場の使用料の収納
収納金の指定金融機関への払込
収納金の係る収納情報の送付

122,670,000 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号

公営住宅法第47条第１項及び川崎市営住宅条例第34
条第１項の規定により、管理の委託先が特定される市営
住宅の管理と密接に関連した業務であるため、市営住
宅の管理業務委託先である川崎市住宅供給公社にて収
納事務を行うことが最も効率的であるため、地方自治法
施行令第167条の２第１項第２号に基づき随意契約とす
る。

38 公益財団法人川崎市公園緑地協会 建設緑政局 緑政部みどりの管理課
生田緑地ばら苑のバラの育成及
び管理業務委託

施設内の管理、バラの育成及び管
理、ボランティアの指導・育成ほか

86,612,680 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号

「生田緑地ばら苑」は平成14年に小田急電鉄㈱から引継
ぎ市が管理を行い、春と秋の一般開放時には、多くの市
民に親しまれている。
これまでにボランティアと協働でバラの育成と管理を行っ
ており、現時点で１３０名を超える、ボランティアについて
は、ばら苑の維持管理に必要不可欠となっている。
このようなことから本委託は、バラ育成に関する専門性
に加え、ボランティアの指導、育成について、豊富な知
識や経験が必要である。
このことについて、「公益財団法人川崎市公園緑地協
会」については、本市の出資法人として、全市的なボラン
ティア育成事業に継続的に取り組み、ボランティアの指
導、育成に関して豊富な知識、経験を有しており、本施
設の登録ボランティアとも長年の信頼関係を築き上げて
いる。なお、ボランティアの活用をせずに、本施設の維持
管理水準を維持するためには、より多額の人件費の確
保が必要となる。
また、土壌の劣化とともに蔓延しているバラの病気の対
策についても、知識と経験を有し、適切な育成管理を継
続して行ってきた実績がある。
以上のことから、当ばら苑の性質等を勘案し、ボランティ
アの活用を図りながらバラを適正に維持管理していくと
の目的を達成するため、「公益財団法人川崎市公園緑
地協会」と契約を締結することが妥当であり、地方自治
法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、随意契約と
するもの。

39 公益財団法人川崎市消防防災指導公社 消防局 総務部庶務課 消防訓練等業務委託
地震体験車の派遣を伴う消防法第８
条等に基づく訓練指導等

8,288,606 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号

本業務委託には、消防法第８条等に基づく訓練指導や
各種イベント等における訓練指導が含まれ、市民への指
導の際には、防火、防災に係る高度な知識が必要とされ
ることから、消防法施行令第３条第１項に規定する防火
管理者の資格を有する正規職員を１名以上配置するこ
とを定めており、現時点において当該法人以外に履行
可能な事業者が存在しないため。

40 公益財団法人川崎市消防防災指導公社 消防局 警防部救急課
川崎市応急手当普及啓発事業
に関する業務委託

各種応急手当講習等の実施及びそ
れに係る必要な事務

17,787,080 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号

本業務を実施するにあっては、「市民救命士の養成等応
急手当普及啓発活動に関する実施要綱」に規定する「応
急手当指導員」の資格を有することが必須であり、その
資格を有する者が多数在籍している必要がある。また、
年間を通じて継続的に指導できることも必要である。こ
れらの要件を満たす団体は当該法人しか存在しない。な
お、他に履行可能な事業者がいないことは日本赤十字
社や警備会社へのヒアリングによって確認している。
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41 公益財団法人川崎市学校給食会 教育委員会事務局 健康給食推進室
川崎市学校給食用食材調達業
務委託

市立学校の学校給食の実施に当た
り、食材調達業務を委託

6,283,001,683 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号

本契約の受託者は、毎日11万食以上の安全・安心な学
校給食の実施のために、①大量の食材の安定的な供給
や多数の拠点への定時納品が可能であること、②食品
の安全性の確保ができること、③不良品が生じた場合や
不測の事態への対応が行えること、④調達実績（他都市
での実績含む）の全ての要件を満たす必要があり、学校
給食会以外は当てはまる事業者がいないため。

42 公益財団法人川崎市生涯学習財団 こども未来局 青少年支援室
令和６年度川崎市放課後子ども
総合プラン職員資質向上研修業
務委託

｢川崎市放課後子どもプラン」の指導
者研修計画に基づき、こども文化セン
ター・わくわくプラザ等の職員の資質
向上を図る。

2,809,378 一般競争入札

43 公益財団法人川崎市生涯学習財団 教育委員会事務局 生涯学習部生涯学習推進課
生涯学習情報収集・提供事業業
務委託

市内の生涯学習関連情報の収集・整
理・データ入力。システム運営に係る
維持・管理。市民からの生涯学習情
報に関わる問合せ・相談への対応。
神奈川県生涯学習情報システムへの
情報提供。

3,419,293 随意契約（その他）
地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号

当該法人は生涯学習情報誌の編集・発行、教育人材リ
ストの作成、ホームページでの生涯学習情報提供等に
より培われた豊富なネットワークとノウハウの蓄積があ
り、幅広い情報収集と効果的かつ安全な情報提供が見
込まる。また、ふれあいネットが所有していた生涯学習
情報における人材情報は当該法人が独自に保有する人
材情報に依拠するところが大きく、情報の一層の充実に
向けて、当該法人への委託が必要である。


